
 
鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助金交付要綱 

 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助金（以下「本補助金」という｡）の

交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（交付目的） 
第２条 本補助金は、脱炭素投資をきっかけとした富の地域内循環システムを構築することを目指し、

県内企業や個人による小規模な温室効果ガス排出削減活動を集約し、Ｊ－クレジット（国内におけ

る地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）実施要綱に基づいて

認証された温室効果ガス排出削減・吸収量をいう。以下同じ。）として市場に流通させる取り組み

を支援することを目的として交付する。 
 
（補助金の交付） 
第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」とい

う。）のうち、同表の第２欄の補助要件を満たす事業を行う同表の第３欄に掲げる者に対し、予算

の範囲内で本補助金を交付する。 
２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄各号に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、

当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額を

いう。以下同じ。）を除く。）に、同表の第５欄各号に定める率（以下「補助率」という。）をそ

れぞれ乗じて得た額と、第６欄各号に掲げる限度額のいずれか低い額（千円未満の端数は切り捨て）

以下とする。 

  また、事業実施期間は、同表の第７欄に定める期間とする。 
３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 
 
（交付申請の時期等） 
第４条 本補助金の交付申請は、毎年９月30日までに行わなければならない。 
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 
３ 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が

５パーセントを超えている公益法人等（消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第２条第７項に規

定する人格のない社団等）若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないと

きは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得

た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。 

 
（交付決定の時期等） 
第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。 
２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 
３ 知事は、前条第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、仕入

控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が

明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とす

る。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。 
 
（承認を要しない変更） 
第６条 規則第12条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。 



２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
 
（実績報告の時期等） 
第７条 規則第17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日までに

行わなければならない。 
(１) 規則第17条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から20日を経過する日 
(２) 規則第17条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月20日 
２ 規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

３ 規則第17条第3項の規定による報告は、各年度（第１項の報告に係る年度を除く。）の翌年度の４

月20日までに行わなければならない。 

４ 前項の報告は、様式第４号によるものとする。 
５ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時点で

明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入

控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超え

る額を控除して報告しなければならない。 
６ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実

績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）

を超えるときは、様式第５号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える

額に対応する額を県に返還しなければならない。 

 
（財産の処分制限） 
第８条 規則第25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

蔵省令第15号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に

定める期間）とする。 
２ 規則第25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具 
(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 
 
（雑則） 
第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、脱炭素社会

推進課長が別に定める。 
 
 
   附 則 
 この要綱は、令和７年４月２８日から施行する。 
 



 
別表（第３条、第６条関係） 

１ 
補助事業 

２ 

補助要件 

３ 
事業実施主体 

４ 

補助対象経費 
５ 

補助率 
６ 

限度額 
７  

事業実施期間 

鳥取県内産Ｊ－ク

レジット創出事業 

鳥取県内の排出削減活動を対象

としたプログラム型プロジェク

トであって、次のいずれの要件

も満たすもの 

・県内事業者又は県民が参加で

きるものであること 

・省エネルギー等分野又は再生

可能エネルギー分野の方法論

に基づくものであること 

・第７欄の事業実施期間中のク

レジット認証が可能な計画で

あること 

・Ｊ－クレジットの売却益の一

部等を鳥取県内での脱炭素投

資の促進に活用するものであ

ること 

・鳥取県外の排出削減活動を含

むプロジェクトの場合は、鳥

取県内産のＪ－クレジット創

出量の算定が可能なものであ

ること 

 

新たにプログ

ラム型プロジ

ェクトに取り

組む県内事業

者又はプロジ

ェクト登録か

ら１年以内の

プロジェクト

に取り組んで

いる県内事業

者 

（１）プログラム妥当性確認

審査及び検証審査に要する

経費 

 

（２）広報及び削減量モニタ

リング等の効果促進に要す

る経費（事業実施主体の職

員人件費等の恒常的な経費

は補助対象外とする） 

 

※鳥取県外の排出削減活動を

含むプロジェクトの場合

は、鳥取県内産のＪ－クレ

ジット創出に係る経費に限

る 

（１）１／２ 

 

 

 

（２）１／３ 

（１）５００千円

／年度 

 

 

（２）５００千円

／年度 

 

 

令和７年度から

令和９年度まで 

 
 



 
様式第１号（第４条、第７条関係） 

 
鳥取県内産Ｊ－クレジット創出事業計画（報告）書 

 

１ プロジェクトの名称  

※未定の場合は（仮称）でも構いません。 

２ プロジェクトの運営

・管理体制 

 

※申請者以外の第三者と連携する場合は、図などを用いて運営・管理体制について

記載してください。 

３ プロジェクトの参加

対象者 

 

※対象地域、属性及び参加者数等について記載してください。 

４ 適用する方法論  

※方法論Ｎｏ．及び方法論の名称を記載してください。 

５ 事業実施期間及びク

レジット認証までの事業

スケジュール 

事業実施期間：令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで 

（クレジット認証までの事業スケジュールの記載例） 

妥当性確認：令和  年  月頃 

プロジェクト登録：令和  年  月頃 

モニタリング：令和  年  月 ～ 令和  年  月 

検証：令和  年  月頃 

クレジット認証：令和  年  月頃 

６ 収益の配分または活

用の方法 

 

 

７ 広報等の方法 

 

 

 

８ モニタリングの方法 

 

 

 

９ 鳥取県外の排出削減

活動を含む場合の鳥取県

内産のＪ－クレジット創

出量の算定方法 

 

 

 

１０ 他の補助金の活用

の有無 

無 ・ 有 （                     ） 

 
※他の補助金等の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をしてくださ

い。 

※「有」の場合は、活用する補助金等名やその事業内容、当該補助金等に係る問い

合わせ先（補助金等を所管している部署名や団体名及び連絡先）を記載してくだ

さい。 

１１ 消費税の取り扱い □ 一般課税事業者 ・ □ 簡易課税事業者 ・ □ 免税事業者 

□ 特定収入割合が５％を超えている公益法人等 

□ 仕入控除税額が明らかでない一般課税事業者 

 

添付書類 

【実績報告時】 

１ Ｊ－クレジット制度管理者に提出したＪ－クレジット制度プロジェクト計画書の写し 

２ Ｊ－クレジット制度管理者に提出したＪ－クレジット制度モニタリング報告書の写し 

３ 収益の配分または活用並びに広報等の実施状況が分かる資料 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

鳥取県内産Ｊ－クレジット創出事業収支予算（決算）書 
 

１ 収入の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

県補助金 
  

 

自己財源 
  

 

その他収入 
  

 

合計 
  

 

 

 

２ 支出の部                                  （単位：円） 

区分 予算額（決算額） 内訳 

（１）プログ

ラム妥当性

確認審査及

び検証審査

に要する経

費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）広報 

及び削減量

モニタリン

グ等の効果

促進に要す

る経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 
  

 

※鳥取県外の排出削減活動を含むプロジェクトの場合は、鳥取県内産のＪ－クレジット創出に係る

経費に限る 

※事業実施期間における各年度ごとに記載すること 
 

添付書類 

【交付申請時】 

１ 年度ごとの予算額が分かる資料 

２ 補助対象経費の内訳が分かる資料（見積書等の写し） 

 

【実績報告時】 

１ 年度ごとの決算額が分かる資料 

２ 補助事業に係る契約書又は注文書等の写し 

３ 支出証拠書類（領収書等の写し） 



様式第３号（第５条関係） 
年   月   日 

              様 
 

職  氏  名    印   
 

令和 年度鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助金交付決定通知書 
 
   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県内産Ｊ－クレジ

ット創出支援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２

年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付す

ることに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 

 本補助金の対象事業は、「鳥取県内産Ｊ－クレジット創出事業」とし、その内容は、申請書に記

載されているとおりとする。 
 
２  交付決定額等 

 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
（１） 算定基準額     金          円 
（２） 交付決定額         金          円 
 
３  経費の配分 

 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

されているとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知すると

ころによる。 
 
４  交付額の確定 

 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補

助金交付要綱（令和７年４月２８日付第２０２５０００２９１２３号生活環境部長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項及び第５条第３項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の

交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 
５  補助規程の遵守 

 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 



様式第４号（第７条関係） 
年  月  日 

 

 鳥取県知事 様 

 

住所                

申請者 氏名                

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名)  

 

令和 年度鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助金進捗状況報告書 

 

   年  月  日  第  号による交付決定に係る事業の  年度内の進捗状況について、鳥

取県補助金等交付規則第17条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

補 助 金 等 の 名 称 令和 年度鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助金 

交 付 決 定 算 定 基 準 額 交 付 決 定 額 

  

う ち 、 前 年 度 ま で の 実 績 ①   

う ち 、 当 該 年 度 に お け る 実 績 ②   

う ち 、 翌 年 度 以 降 の 実 施 予 定 ③   

（注）①から③までの合計は、交付決定と一致するものである。 



様式第５号（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 鳥取県知事 様 

    住 所 

申請者 氏 名           

(団体にあっては、名称及び代表者の氏名)  

令和 年度鳥取県内産Ｊ－クレジット創出事業仕入控除税額確定報告書 

 

   年  月  日  第  号により交付決定のあった鳥取県内産Ｊ－クレジット創出支援補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報告します。 

 

１ 交付された補助金等の額の確定額 

                              金      円 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

金      円 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

                              金      円 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

                              金      円 

５ 添付資料 

（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算方法や積算内訳等を記載した書類 

（２）課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

（３）課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表（写し） 

 



様式第５号 別紙（第７条関係） 

  

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類 

 

１ 法人名                                   

２ 法人住所                                  

３ 代表者職氏名 

４ 補助事業名 

５ 補助金額 

６ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

７ ６の計算方法や積算の内訳 

（１）補助対象経費（補助金の使途）の内訳 

区分 課税仕入れ 

 
非課税仕入

れ 
合計 課税売上 

対応分 

非課税売上 

対応分 

共通 

対応分 

経

費

の

内

訳 

       

       

       

       

（２）課税売上割合   ％ 

（３）補助金に係る仕入控除税額の計算方法 

 


